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情報ホットラインワイド版 町民の皆さんにお知らせしたい情報をドンと
拡大して掲載しています。

　対象と思われる人に、町役場から案内通知を送付して
います。申請手続の詳細については、案内通知をご確認
ください。（案内通知が届かなかった人は、お問い合わ
せください）

町臨時福祉給付金等給付事業実施本部☎ 33-9001

平成 28年度臨時福祉給付金
障害・遺族年金受給者向け給付金

受付は 12月 26 日までです 申請期限が迫ってい
ます。お早めに申請
をお願いします。

イメージキャラクター　カクニンジャ 

 ※ 申請期限を過ぎると受付できません。。

 氏 名  担当地区名
37 青木陽子 八尾、新八尾第一

38 藪内安幸 中八尾、南八尾、八尾池
之内

39 山田公子 西八尾Ａ
40 井上隆子 西八尾Ｂ
41 堀内泰男 西八尾Ｃ
42 塚本秀道 黒田、富本、石橋団地
43 吉川佳秀 新町
44 廣瀬信和 西新町
45 藤井フミ子 佐味、満田
46 松井まさ子 大網、平野
47 塚田四郎 金剛寺、松本
48 上田節子 西竹田、十六面
49 松原伸兆 薬王寺、保津
50 中野　正 薬王寺、保津
51 服部栄子 保津
52 桑原嘉代子 南薬王寺、みどりの団地
53 芳村節子 新薬王寺、みどりの北
54 𠮷井日出子 三笠
55 加藤至宏 三笠
56 國枝重雄 南三笠
57 扇田孝之 平田、大木、西大木
58 増田哲也 蔵堂、伊与戸
59 田中秀美 金澤、為川北、為川南
60 福田 一 大安寺、西大安寺
61 増田耕三 笠形第一
62 上田太一 阿部田、笠形
63 米田正子 味間
64 福井　均 主任児童委員
65 藤本勝子 主任児童委員
66 吉田裕美 主任児童委員

 氏 名  担当地区名
1 藤川佳伸 郭内、八幡町
2 辰己雅昭 根太口 , 味間町 , 三輪町 , 材木町
3 髙木　正 堺町、南町、新地
4 辰己賀代子 大門東、大門中、大門西
5 村田稔治 祇園町、本町、茶町、市町
6 竹村達子 戎一、戎二、戎三、殿町
7 上田和美 幸町
8 竹中秀司 室町一、室町二、室町三
9 竹田秀子 魚町、旭町、小室、小室東
10 松村隆司 新木、矢部
11 上田信一 多
12 宮川幸子 宮森
13 德谷和子 笠縫（宮森住所地）　
14 田原幸子 笠縫（新木住所地）　
15 山端宏昭 秦楽寺
16 土井文光 九品寺、九品寺柿木原
17 髙村壽三子 九品寺、九品寺柿木原
18 赤松裕規子 柳町、島ノ町
19 橋本棟弘 八条
20 嶋谷謙一 八条
21 原田照三 八条
22 中島敏夫 南千代、千代公苑
23 植田賢一 東井上、西井上、新阪手
24 安浪寿紘 法貴寺
25 吉岡　寛 八田
26 船井　勳 唐古、西代
27 竹村　明 鍵、西鍵、今里
28 岡本眞千子 小阪
29 安田新司 小阪
30 堀内佐起子 阪手北
31 松原佐多子 阪手南

32 藤川絹子 阪手根太、南阪手グリーンタウ
ン、ピアッツァコート one

33 山﨑久美子 阪手西
34 浅井敦子 宮古
35 松本廣志 八尾、新八尾第一
36 森田紀美代 八尾、新八尾第一
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連絡先などについては、健康福祉課社会

福祉係または町民生児童委員協議会事務

局（☎ 34-2118）までお問い合わせく

ださい。

（敬称略）
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☎ 0744-32-2901
町役場の代表電話番号 税など 暮らし・環境 保険・年金 健康・福祉 子育て・教育

まちづくり 催し・講座 就職・募集 選挙 お知らせ
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日程とカリキュラム

開催日（全日参加要） 時間 テーマ（抜粋）

平成 29年 1月 7日㈯
午前 10時～午後 0時 30分 各種手続きと会計知識

午後 1時 30分～ 4時 創業計画書策定の基礎知識①

平成 29年 1月 21日㈯
午前 10時～午後 0時 30分 創業計画書策定の基礎知識②

午後 1時 30分～ 4時 創業計画書策定の基礎知識③

平成 29年 1月 28日㈯
午前 10時～午後 0時 30分 財務に関する知識

午後 1時 30分～ 4時 創業計画書作成・創業疑似体験

※ カリキュラムの内容は変更する場合があります。
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償却資産の税額の計算方法

①取得年月日・取得価額・耐用年数から、1品ごと
に評価額を算出し、その合計額が課税標準額と
なります。

②課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額
が課税標準額です。

※同一の人でその人にかかる償却資産の平成 29年
度課税標準額が 150 万円未満の場合は、免税点
により課税されません。（ただし、150 万円未満
の場合でも申告は必要です）

平成 29年度の
税額（100 円
未満切り捨て）

＝
平成 29年度の課
税標準額（1,000
円未満切り捨て）

×
税率

（1.4％）

　毎年、個々の資産の取得価額または前年度評価額
をもとに、取得後の経過年数に応じる価値の減少（減
価）を考慮して評価額を算出します。
　ただし、評価額は取得価額の 5％が最低限度です。

償却資産の評価額の算出方法

償却資産の評価
前年中に取得した償却資産の評価

　評価額＝取得価額×半年分の減価残存率
前年より前に取得した償却資産の評価

　評価額＝前年度評価額×1年分の減価残存率
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